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【トピックス】 

 

＜預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する 

法律の一部改正について＞ 

 

 

 「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が昨年 12 月

11日、第155回国会において成立し、本年４月１日から施行されます。 

 以下、この法改正の概要についてご説明いたします。 

Ⅰ．平成16年度には不良債権問題を終結させるとの政策強化を行う中、ペイオフについては決済機能の

安定確保のための制度面での手当てを行い、解禁の準備を整えるが、その実施は金融システムの安定

確保の観点から、不良債権問題の終結した後の平成 17 年４月からとされました。したがって、平成

15年４月１日から平成17年３月 31日までの間、現在と同様、流動性預金（当座預金、普通預金、別

段預金）が全額保護されることとなりました。 

  （注）ペイオフについては、アクセスＦＳＡ本号の【金融便利帳】（今月のキーワード：ペイオフ）

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．また、この改正は、金融機関の破綻時においても決済を円滑かつ確実に完了することを可能とする

措置を講ずることにより、決済機能の安定確保を図ることを目的としています。 

具体的には、金融機関破綻時に全額保護される預金（決済用預金）の要件等を定め、それを保護す

預
金
保
険
の
対
象
外
商
品

外貨預金、譲渡性預
金、元本補てん契約の
ない金銭信託（ヒッ
ト、スーパーヒットな
ど）、金融債（保護預
り専用商品以外のも
の）

（※１) このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
（※２）決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たす
　　　ものです。
（※３）定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

保護対象外

破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われ
ます(一部カットされることがあります。)。

定期預金、貯蓄預金、
通知預金、定期積金、
元本補てん契約のある
金銭信託（ビッグなど
の貸付信託を含みま
す）、金融債（保護預
り専用商品に限りま
す）など（※１）

平成１７年４月～

預
金
保
険
の
対
象
商
品

利息のつかない等の
条件を満たす預金
（※２)は全額保護全額保護

    当座預金、
    普通預金、
    別段預金

平成１４年４月～平成１７年３月

合算して元本1,000万円までとその利息等（※３）を保護

1,000万円を超える部分は、破たん金融機
関の財産の状況に応じて支払われます

(一部カットされることがあります。)。

期　間

商品の分類
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る措置を講ずるとともに、仕掛かり中の決済の結了を可能とするため、預金保険法等の一部を改正す

ることとなったものです。 

 

○ 預金保険法の目的について  

旧預金保険法では、「預金者等の保護」を図ることを目的としておりましたが、更に「破綻金融機関

に係る資金決済の確保」を加えることとなりました。 

 

○ 決済用預金について  

次の３要件を満たす預金については「決済用預金」とし、各金融機関は営業年度毎に当該預金に係

る保険料を納め、破綻時には預金保険機構がその全額に相当する額の保険金を支払うこととなりまし

た（決済用預金の全額保護）。 

・ その契約又は取引慣行に基づき為替取引等に用いることができるものであること（通常必要な

決済サービスを提供できること）。 

・ その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること（要求払いであるこ

と）。 

・ 利息が付されていないものであること。 

○ 仕掛かり中の決済の履行確保  

（１）仕掛かり中の決済資金の保護 

金融機関が破綻前に依頼を受けた振込など（仕掛かり中の決済）に係る債務等については、決済

用預金に係る債務等とみなし全額保護することとなりました。 

（２）仕掛かり中の決済の結了のための資金の貸付け 

  預金保険機構は、仕掛かり中の決済の結了のため必要があると認めるときは、必要な資金を破綻

金融機関に対して貸し付けることができることとなりました。 

（注） 預金保険機構がこの貸付けを決定した場合には、裁判所は管財人等の申立てにより決済の

結了のための破綻金融機関による債務の履行を許可することができることとなりました。 

（３）破産法等の特例 

金融機関間の決済システムにおいて仕掛かり中の決済を結了することができるよう、倒産手続に

おける相殺の禁止等の例外として、預金保険機構が上記（２）の貸付けをしたときは相殺による清

算ができることとなりました。 

○ その他  

金融機関においては、破綻した場合に決済用預金の円滑な払戻し等を確保するための措置を講じな

ければならないこととなりました。 

 

 

 

※ 「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」につい

て、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「国会提出法案」の「第 155

回国会における金融庁関連法律案」の中からご覧になれます。 

   また、今回の法改正によって整備された新しい預金保険制度について、金融庁ホームページ

の「新しい預金保険制度について」にも掲載しております。 

 

 

http://www.fsa.go.jp/houan/155/hou155.html#02
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/syouhi-hogo1.html
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＜金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について＞ 

 

 「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」が、昨年12月11日、第155回国会において

成立しました。 

 以下、本法律の概要についてご説明いたします。 

 

Ｉ．法律の目的 

 我が国の金融機関が、その金融仲介機能・決済機能を十全に発揮し、厳しい経済情勢におかれている

地域経済の活性化に貢献するためには、個々の金融機関の経営基盤を一層強化することが必要です。 

 合併等の組織再編成は、経営基盤強化のための有力な一手段ですが、これらの金融機関が合併等の組

織再編成を選択する場合、各種手続や自己資本比率の低下、預金保険限度額を意識した急激な預金分散

への懸念といった様々な障壁があることを踏まえ、本法において、金融機関が自主的な経営判断により

行う合併等を円滑化するため、手続の簡素化や資本増強等、このような障壁を除去するための特別措置

を手当てしたものです。 

 

Ⅱ．法律の内容 

１．概要 

 金融機関等（注１）が合併等の組織再編成（合併、会社分割、持株会社化、営業・事業譲渡、株式の

発行等を通じた子会社化・関連会社化）を行う場合、「組織再編成」と「改革方針の策定」により収益性

の相当程度の向上を図ることを内容とする「経営基盤強化｣に関する計画を提出し、主務大臣の認定を受

けることにより、組織再編成にかかる手続の簡素化、預金保険機構(以下｢機構」という。）による資本増

強等の特例措置を受けることができるほか、広く合併等を円滑化する観点から計画提出・認定を要件と

しない特別措置として、預金保険限度額の経過措置、合併等の総会手続の特例、債権者異議の手続の特

例を設けています。 

 

 （注１）本法での金融機関等とは、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用 

    金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、

信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行持株会社、長期信用銀行持株

会社をいいます。 

  

２．経営基盤強化計画 

 金融機関等は、５年を超えない期間を対象とした、収益性の向上の程度、組織再編成の内容と実施時

期、改革方針（注２）の内容等を記載した経営基盤強化に関する計画(以下｢経営基盤強化計画」という。）

を主務大臣に提出し、その認定を受けることができます。 

 

 （注２）本法での改革方針とは、①収益性の高い分野への特化又は参入（収益力の強化）、②業務の合

理化又は業務の提供方法の改善（既存業務の見直し）、③業務のための必要度が低い資産又は収

益性の低い資産の処分（不稼動資産の整理）のいずれかの方針をいいます。 

 

 主務大臣は、経営基盤強化計画が①計画の実施により、当該金融機関の業務の効率の向上が図られ、

その収益性が相当程度向上すること、②計画が円滑に実施されること、③当該金融機関が業務を行って

いる地域の金融の円滑が阻害されないこと、等に適合すると認めるときはその認定を行い、認定を行っ

た経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。）を公表するものとしています。 

 また、金融機関等が経営基盤強化計画において機構による優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消

費貸借による貸付け(以下｢優先株式等の引受け等」という。）を求める場合は、上記に加え、組織再編成

金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその
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他の基準に適合すると認める場合に認定をすることとしています。 

 金融機関等は認定経営基盤強化計画の履行状況について報告を行うこととし、主務大臣はその履行状

況に照らして必要があると認めるときは、計画を提出した金融機関等に対し、報告又は資料の提出その

他監督上必要な措置を命ずることができることとしています。 

 

３．経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置 

 経営基盤強化計画が認定された場合、手続面の特例として（１）根抵当権の譲渡手続に係る特例、（２）

優先出資の発行口数に係る特例（協同組織金融機関について適用）、（３）一定の持分について消却に係

る特例（信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会について適用）の適用

を受けることができます。 

  

４．組織再編成を行う金融機関等に対する資本増強に関する特別措置 

① 資本増強 

  合併等により相対的に高い自己資本比率を有する金融機関の同比率が低下することが合併等の支障

になり得ることから、本法では、当該自己資本比率を回復するため優先株式等の引受け等による資本

増強措置を用意しています（前述）。優先株式等の引受け等は機構の委託を受けて協定銀行（整理回収

機構）により行われます。 

② 協同組織中央金融機関を通じた資本増強 

全国を地区とする信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会（以下、「中央機関」とい

う。）は、従来から業界内での相互支援制度の下で資本増強を行う制度を有しており、これを補完する

ことにより傘下の金融機関の合併等を支援することは効率性の観点から優れていると考えられるため、

中央機関を活用した資本増強スキームを盛り込むこととしました。 

  具体的には、中央機関が傘下の金融機関から経営基盤強化計画とともに資本増強の申請を受け優先

出資の引受け又は劣後ローンの供与を行った場合には、当該優先出資・劣後ローンを信託財産等とす

る信託受益権等（注３）の協定銀行（整理回収機構）を通じた買取りを機構に対し求めることができ

るものとし、その際、主務大臣は、中央機関による傘下の金融機関の経営基盤強化に対する適切な指

導を確保するため、「経営基盤強化指導計画」の提出を求めることとしています。 

  また、中央機関による傘下の金融機関の経営に対する適切な指導を確保するため、主務大臣は、中

央機関に対し、経営基盤強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他監

督上必要な措置を命ずることができることとしています。 

 

 （注３）信託受益権等とは、中央機関が経営基盤強化計画に従い取得した優先出資等のみを①信託  

する信託の受益権、②当該取得優先出資等を特定資産とする資産の流動化に関する法律に規定

する優先出資、又は③特定社債、をいいます。 

 

５．その他の組織再編成の促進のための特別措置 

（１）預金保険等の保険金の額の特例 

 近隣の金融機関に預金を分散している預金者等は、合併等により預金保険限度額が合計1,000万

円となることを意識して、当該金融機関の経営状況にかかわらず、再び預金分散を行うことが考え

られ、このことが、合併等にとっての障壁になり得るとの指摘があります。こうした点を踏まえ、

執行面も考慮することにより、合併又は営業（事業）の全部譲受けを行った金融機関について、こ

れらの組織再編後１年間に限り、 

 ① 保険事故が発生した日前１年以内に行われた直近の組織再編成が合併である場合 

   当該直近の合併を行った金融機関等の数×1,000万円 

 ② 保険事故が発生した日前１年以内に行われた直近の組織再編成が営業（事業）の全部譲受けであ

る場合 

   当該直近の営業（事業）の全部譲渡を行った金融機関の数に１を加えた数×1,000万円 

  を保険基準額とする特例を認めることとしています。 
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（２）合併等における総会手続等の特例 

   合併により消滅する協同組織金融機関の総会員（総組合員）の数が、合併後存続する金融機関の

総会員数（総組合員数）の 20分の１を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する金融機関

の 終の貸借対照表により現存する総資産額が、存続金融機関の 終の貸借対照表により現存する

総資産額の 20分の１を超えない場合は、存続金融機関の合併について総会の議決を要しないことと

するほか、所要の規定を設けています（営業、事業又は信用事業の全部又は一部の譲受けの場合も

同様の規定を設けています。）。 

 

（３）合併等における債権者の異議の手続の特例  

 ① 信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会が

合併する場合において、合併を行う側が債権者に対する異議の申出に関する公告を官報のほか、公

告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、

知れたる債権者に対する各別の催告は必要ないこととしています。 

 ② 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合

会、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、信用水

産加工業協同組合連合会が営業、事業又は信用事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合においても、

上記①と同様としています。 

 

６．施行等 

 この法律は、平成15年１月１日から施行されています。ただし、資本増強及び預金保険等の保険金

の額の特例に関する規定は、平成15年４月１日から施行することとしています。また、施行後平成 20

年３月 31日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」について、もっと詳しくお知りになりたい

方は、金融庁ホームページの「国会提出法案」の「第155回国会における金融庁関連法律案」の中か

らご覧になれます。 

 

協同組織中央金融機関による資本
増強に対する支援

（全金融機関） 根抵当権譲渡の特例

　協同組織 優先出資枠の拡大

　金融機関
処分未済持分の消却

（全金融機関） 預金保険限度額に係る経過措置

(協同組織金融機関） 簡易合併等

（全金融機関） 債権者異議の催告の特例

税制上の特例（登録免許税の軽減について措置見込み）

支援措置（障壁の除去） 　
　
地
域
に
お
け
る
経
済
の
活
性
化

金融機関等組織再編成特別措置法

経
営
基
盤
強
化
計
画

合
併
等
金
融
機
関

自
主
的
な
経
営
判
断

　
　
よ
り
強
固
な
金
融
シ
ス
テ
ム

資本増強（合併等により低下した自己資本比率
　　　　　　　を回復させる。）

http://www.fsa.go.jp/houan/155/hou155.html#01
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＜「証券市場の改革促進」について（金融審議会第一部会報告）＞ 

 

金融庁金融審議会金融分科会第一部会（部会長 神田秀樹 東京大学法学部教授）は、昨年 12 月 16

日に、第８回の部会を開催し、「証券市場の改革促進」（金融審議会第一部会報告）を確定・公表いたし

ました。金融庁といたしましては、この報告に基づき、速やかに所要の制度整備を行ってまいりたいと

考えております｡ 

以下、本報告書の概要を簡単にご紹介いたします｡ 

 

○ 証券市場を幅広い投資家の参加する真に厚みのあるものとし、市場機能を中核とした我が国金融シ

ステムの中心を担うものとしていくため、証券市場の構造改革の一環として、市場仲介者、ディスク

ロージャー、取引所について、次に述べるような制度の整備が必要である。 

 

①  まず、市場仲介者については、国民と市場とをつなぐ市場仲介者が、投資家本位の金融サービス

をアクセス容易な方法で提供するとともに、投資家の信頼を確固たるものとしていくため、投資家

保護に配意しつつ、証券代理店制度（仮称）の創設、証券会社・投資信託委託業者・投資顧問業者

の 低資本金の引き下げ及び主要株主ルールの導入等が必要である。 

②  次に、投資家と企業をつなぐ情報の架橋であるディスクロージャーについては、投資家の信頼が

得られる市場を確保する観点から、米国における不正会計事件の教訓も踏まえて、事業や財務に関

する開示情報の充実強化を図るとともに、企業活動の活性化を通じた経済の活性化を図る観点から、

企業の事業資金調達の円滑化及び事業再編の迅速化に資するよう、「適格機関投資家」の範囲の拡

大などの私募制度の見直しをはじめとする措置の具体化が必要である。 

③  後に、取引所については、金融証券取引のグローバル化に伴う市場間競争に、我が国市場が適

切に対応できるよう、投資家保護や不公正取引の防止等に配意しつつ、海外取引所による国内への

端末設置に関するルールの明確化や、我が国に支店のない海外の証券業者も我が国の取引所取引に

直接参加できる制度の整備が必要、市場の公正性・中立性・信頼性の確保に配意しつつ、内外取引

所の資本提携を可能とするための株主ルールや持株会社制度といった法的な枠組みの整備が必要

である。 

 

○ 以上の制度整備案が、「証券市場の改革促進プログラム」に盛り込まれている他の措置とあいまって、

市場機能を中核とした金融システムの実現に向けた大きな一歩となることを期待しており、制度整備

の速やかな実施を要請する。 

  しかしながら、結局のところ、こうした制度改革が真に実のあるものとなるかどうかは、市場のメ

ーンプレイヤーである発行体企業、市場仲介者、市場関係者等が投資家の確固たる信頼を得るととも

に、創造的かつ意欲にあふれる事業展開を行うことができるかにかかっている。市場関係者の奮起を

促したい。 

 

 

※ 「証券市場の改革促進」（金融審議会第一部会報告）について、もっと詳しくお知りになりたい方は、

金融庁ホームページの平成14年12月16日 「証券市場の改革促進」（金融審議会第一部会報告）に

アクセスしてください。 

  また、金融審議会第一部会における議論をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会な

ど」の「金融審議会」から「議事録等」にアクセスしてください。 

  さらに、「証券市場の改革促進プログラム」について、ご覧になりたい方は、金融庁ホームページの

「報道発表など」から「「証券市場の改革促進プログラム」について」（平成14年８月６日）にアクセス

してください。 

 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20021216_sir_b.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kin_body2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20020806-2.html
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＜公認会計士試験制度の改正について＞ 

 

 

昨年12月17日に金融審議会公認会計士制度部会から「公認会計士監査制度の充実・強化」が公表さ

れました。 

この報告においては、試験体系を「1段階・2回」に簡素化、試験科目の見直し、科目合格制の導入等、

受験生の負担を軽減するべく、試験制度の見直しを行うことが適切であるとの提言がなされています。 

この報告を踏まえて、今（第156回）通常国会に公認会計士法の改正案を提出するために、試験制度

を含む公認会計士制度の見直しの作業をしているところです。 

 

（注） 現在、法案提出に向けて作業中の段階であり、確定的なことは申し上げられませんが、受

験生の準備期間の関係もあり、相当の経過的な措置を設けることが必要であると考えており、

平成18年から新試験制度を実施することを目指して所要の準備を進めているところです。 

 

※ 金融審議会公認会計士制度部会報告「公認会計士監査制度の充実・強化」をご覧になりたい方は、

金融庁ホームページの「審議会など」の「金融審議会」からアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

＜新しい証券税制について＞ 

 

 

平成15年度税制改正において、金融庁は、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、個人投資家の積極的

な市場参加を促すため、簡素でわかりやすく、将来的に安定的で、投資を優遇する証券税制を要望して

まいりました。その結果、昨年12月に、証券税制が大幅に見直されることが決定されました。 

 

見直しが行われる主な点は、 

① 株式譲渡益・配当、株式投資信託分配金について、国税・地方税とも源泉徴収のみで納税が完

了する仕組み（申告不要）を導入する、 

② 全ての株式の譲渡益・配当、株式投資信託の分配金について、一律に５年間は、税率を 10％

に軽減する、 

   ③ 株式投信の償還・解約差損について、株式譲渡益との損益通算を可能とする、 

   ④ 特定口座制度について、地方税についても源泉徴収（特別徴収）の仕組みを導入するとともに、

税務署等に年間取引報告書が提出されないこととする、 

  などとなっています。 

 

◎ 新証券税制（案）の全体像 

  

今回の税制改正案については、金融庁、証券業協会、各証券会社などにおいても十分な周知を図って

まいりたいと考えています。より詳しい内容についてお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「証

券に関する税制が大幅に改善されることとなりました」のコーナーにアクセスしてください。 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021217-1.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021220-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021220-3.html
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＜金融再生プログラムの進捗状況について＞ 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    事務ガイドラインの改正（Ｈ事務ガイドラインの改正（Ｈ事務ガイドラインの改正（Ｈ事務ガイドラインの改正（Ｈ14.12.1014.12.1014.12.1014.12.10）について）について）について）について    

 

「金融再生プログラム」には、新しい金融行政の枠組みを構築することを目的に、「自己査定の是正不

備に対する行政処分の強化」や「早期是正措置の厳格化」や「『早期警戒制度』の活用」といった施策が

盛り込まれています。 

 これに関して、昨年12月10日、金融庁は上記の内容に係る事務ガイドラインを以下のように改正し、

公表と同時に実施しました。 

(1) 「自己査定の是正不備に対する行政処分の強化」 

正当な理由がないにもかかわらず自己査定と検査結果の格差が是正されない場合には、銀行法第

26条に基づき業務改善を求める方針を明確化しました。 

(2) 「早期是正措置の厳格化」 

預金者等の信認を確保する観点から、早期是正措置に係る命令を受けた金融機関の自己資本比率

改善までの期間を３年から１年へ短縮等することとしました。 

(3) 「『早期警戒制度』の活用」 

早期是正措置の対象とはならない金融機関であっても、その健全性の維持及び一層の向上を図る

ため、継続的な経営改善への取組みがなされる必要があります。 

このため、行政上の予防的・総合的な措置を講ずることにより、金融機関の早め早めの経営改善

を促進することとしました。 

具体的には、 

・ 基本的な収益指標、有価証券の価格変動等による影響、預金動向や流動性準備の水準を

基準として、収益性、安定性や資金繰りについて経営改善が必要と認められる金融機関に

関して、 

・ 原因及び改善計画等についてヒアリング等を行い、必要な場合には銀行法第 24条に基づ

き報告を求めることを通じて、必要な経営改善を促し、 

・ さらに、以上の措置に関し、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場合

には、銀行法第 26条に基づき業務改善命令を発出する 

旨を規定し、監督体制を整備することとしました。 

 

（注）以上の改正に加え、経常的な監督事務であるオフサイト・モニタリングについても規定するな

ど所要の規定を整備しました。 

 

 

※ 本事務ガイドラインの改正について、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの

「報道発表など」から「事務ガイドライン（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正につい

て」（平成14年12月10日）にアクセスしてください。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    ＤＣＦ的手法の採用及び引当金算定期間の見直しＤＣＦ的手法の採用及び引当金算定期間の見直しＤＣＦ的手法の採用及び引当金算定期間の見直しＤＣＦ的手法の採用及び引当金算定期間の見直し    

 

「金融再生プログラム」において、資産査定の厳格化を図るための方策として「資産査定に関する基

準の見直し」等が盛り込まれたことから、日本公認会計士協会では、「ＤＣＦ等検討プロジェクトチーム」

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021210-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021210-1.html
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を設置し、検討を行ってきております。 

金融庁としても、検査・監督当局の立場から、日本公認会計士協会と必要な調整を行うため、昨年11

月、「公認会計士協会との連絡協議会（ワーキング・チーム）」を設置し、これまで６回に及ぶ検討を行

ってきたところですが、今般、引当に関するＤＣＦ的手法の採用及び引当金算定における期間の見直し

について、金融検査マニュアルを改訂することとし、パブリックコメントに付すこととしたところであ

ります。 

今後、頂いたご意見を踏まえ所要の作業を行い、15年 3月期決算に適用できるよう、通達として発出・

公表したいと考えております。 

 

※ ＤＣＦ的手法の採用及び引当金算定期間の見直しについて、もっと詳しくお知りになりたい方は、

金融庁ホームページの「報道発表など」から「金融再生プログラム関連等に係る検査マニュアルの改

訂について」（平成14年12月 26日）にアクセスしてください。 

 

 

ⅢⅢⅢⅢ    金融審議会における検討金融審議会における検討金融審議会における検討金融審議会における検討    

 

「金融再生プログラム」の作業工程表で「金融審議会において検討」とされている事項について、専

門的な見地から検討していただくため、金融審議会第二部会の下に「公的資金制度に関するワーキング

グループ（以下「ＷＧ」）」、「自己資本比率規制ＷＧ」、「リレーションシップのあり方に関するＷＧ」を

昨年中に設置しました。 

○ 「公的資金制度に関するＷＧ」においては、新しい公的資金制度について、その必要性などについ

て、半年程度で結論を得るべく、幅広い観点から議論を開始しました（第一回会合1月16日開催）。 

○ 「自己資本比率規制に関するＷＧ」においては、繰延税金資産に関する算入上限について、法律、

会計、税制等の幅広い観点から速やかに検討を行うほか、自己資本のあり方に関する考え方について

検討を開始します。 

○ 「リレーションシップバンキングのあり方に関するＷＧ」においては、主要行とは異なる特性を有

する「リレーションシップバンキング」のあり方について、多面的な尺度から検討を開始しました（第

一回会合は１月15日に開催）。 

今後、各ＷＧにおいて工程表に従い精力的な議論が行われることになります。 

 

※ 各ＷＧのメンバーについては、金融庁ホームページの「報道発表など」から「金融審議会第二部会

におけるワーキンググループについて」（平成14年12月 27日）をご覧ください。 

 

 

ⅣⅣⅣⅣ    金融問題タスクフォースについて金融問題タスクフォースについて金融問題タスクフォースについて金融問題タスクフォースについて        

 

 金融再生プログラム（平成14年10月 30日公表）及びその作業工程表（平成14年11月 29日公表）

を受けて､昨年12月 27日、金融庁内に「金融問題タスクフォース」を発足させ、そのメンバーを公表し

ました。このタスクフォースでは、不良債権処理の状況のモニタリング等を実施していくことになりま

す。 

 

※ メンバーについては、金融庁ホームページ「報道発表など」から「金融問題タスクフォースについ

て（平成14年12月 27日）」をご覧ください。 

 

 

※ 「金融再生プログラム」、「作業工程表」について、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホ

ームページの「金融再生プログラム」のコーナーにアクセスしてください。 

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021227-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021227-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021227-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021227-5.html
http://www.fsa.go.jp/kinsai.html
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＜生命保険のセーフティネットの再構築について＞ 

 

 

生命保険のセーフティネットについては、生命保険契約者保護機構（保護機構）が創設されてお

り、万が一保険会社が破綻した場合には、保護機構が、救済保険会社に対する資金援助等を行うこ

とにより、保険契約者等の保護を図ることとされております。 

 

保護機構は、平成10年に 4,600億円の規模で創設され、平成12年に、３年限りの措置として、

政府補助の特例措置を含め、5,000億円の規模のセーフティネットが追加的に整備されました。 

 

平成14年度末で政府補助の特例措置が期限切れになりますが、現下の生命保険を取り巻く環境に

鑑み、保険契約者等の保護を図り、生命保険に対する信頼を確保するため、平成15年度から３年間

の破綻に備えるものとして、同様のセーフティネットを改めて整備することとしております。（今(第

156回)通常国会に保険業法改正案を提出予定。） 

 

具体的には、平成15年度から平成17年度までの破綻について、業界対応分1,000億円、国対応

分 4,000 億円の合計 5,000 億円の財源を用意し、平成 15 年４月以降の破綻に係る資金援助の額が

1,000億円を超えれば、政府補助（4,000億円）を可能とする仕組みとなります。 
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＜米国の企業会計改革法への対応について＞ 

 

 

１．はじめに 

 

（１） 昨年７月 30日に成立した米国のサーベーンズ＝オクスリー法（Sarbanes-Oxley Act of 2002）

（以下「企業会計改革法」と呼びます）は、米国の証券市場に対する投資家の信認を回復するため

の重要な成果であると考えられます。 

（２） 企業会計改革法は、監査法人の監視体制強化のための新機関の設置、監査法人の独立性の強化、

コーポレート・ガバナンスの強化、企業のディスクロージャーの強化、企業責任の強化など、広範

な内容を含むものです。 

米国におけるエンロン社（一昨年11月末）やワールドコム社（昨年６月）などの会計不正によ

る企業破綻や企業会計改革法の成立を契機として、これらの課題について国際的に議論されていま

す。例えば、昨年９月に公表された金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）の報道発表では、これらの課

題が「市場の基盤」として位置づけられています。また、証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）にお

いては、監査法人の独立性および監督などに関する原則が昨年10月にとりまとめられています。 

（３） 金融庁としても、こうした国際的な証券市場改革の動きを踏まえつつ、昨年８月６日に「証券市

場の改革促進プログラム」を発表しました。昨年末にとりまとめられた金融審議会第一部会報告及

び公認会計士制度部会報告において改革の具体的措置が示されたことを受け、引き続き積極的に取

り組んでいるところです。国際的にも、欧州連合（ＥＵ）諸国などにおいて改革が進められている

ところです。 

 

２．米国の企業会計改革法への懸念 

 

（１） 一方、米国の企業会計改革法は、我が国の監査法人及び米国上場の日本企業を含む外国の監査

法人及び外国企業にとって、主に２つの懸念を生じさせるものです。我が国を含む外国の法制度と

抵触する問題をはらむものだからです。 

（２） 第１の懸念は、同法第106条（外国監査法人）です。この規定は、米国上場の外国企業の監査を

行う外国監査法人についても、監査法人を監督する「新機関（公開会社会計監督委員会：ＰＣＡＯ

Ｂ）」に登録させ、その監督（検査、懲戒手続など）に服させるものです。外国の監査法人がこの

規定の適用を受けるとすると、外国の監査法人に米国の監督権限が直接及ぶことになり、本国の当

局の監査法人への監督制度と重複または矛盾を来たすなどの懸念が生じます。 

（３） 第２の懸念は、同法第 301条（公開会社の監査委員会）です。この規定が米国上場の外国企業に

適用されると、当該企業は、全員「独立取締役」から成る「監査委員会」を設置しなければならず、

この「監査委員会」が監査法人の選任、報酬及び監督について直接の責任を負うことになります。 

これは、我が国のコーポレート・ガバナンス制度、すなわち、「大会社」に「監査役会制度」と

「委員会制度」との自由な選択を認める商法特例法上の制度（本年４月に施行）と抵触するもので

す。また、我が国では株主総会で監査法人を選任する点でも抵触するものです（多くの主要国で同

様）。さらに、「独立取締役」の人数などについても異なります。 

（４） 従って、我が国監査法人及び企業を含む外国の監査法人及び外国企業については、それぞれ企業

会計改革法106条及び 301条からの適切な適用除外が必要であると考えられます。このような考え

方は、欧州委員会（ＥＣ）とも共通するものです。 

（５） 企業会計改革法には、この他にも、監査人の独立性強化（第２章）、企業役員への個人融資の原

則禁止（第 402条）、「監査委員会」における金融専門家の有無の開示（第 407条）、弁護士の責任

強化（第 307条）など、外国の監査法人や米国上場の外国企業などに影響を与えうる規定が数多く

含まれています。 



 - 14 - 

    

３．米国の企業会計改革法への対応 

    

（１） 米国の企業会計改革法については、基本的には、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）が規則の制定な

どを通じて、実施する責任を担っています。そこで、金融庁としては、国内の関係省や関係機関な

どと緊密に連携しつつ、様々な機会を活用して、ＳＥＣと建設的な対話を継続してきました。 

      その際には、上記のような我が国の懸念を伝えるとともに、我が国においても、企業会計改革法

と同様に、投資家の信認確保を目的として、様々な改革に取り組んでおり、ＳＥＣがその規則制定

に当たって、こうした我が国の同等な取組みを尊重するよう要請してきました。このような観点か

ら、我が国の監査法人の監督制度やその独立性確保のための制度、コーポレート・ガバナンス制度、

これら諸制度を一層強化するための 近の取組みなどについて、ＳＥＣに実務的な説明を行ってき

ました（注）。 

（注） 具体的には、ＳＥＣ幹部（委員を含む）との面会や書簡の発出（昨年７月以降）、日米財

務金融対話（昨年10月・12月）、日米官民会議（昨年11月）、日米投資イニシアティブ会合

（昨年11月）、官民ミッションのＳＥＣ訪問（昨年12月）、ＳＥＣ主催のラウンドテーブル

への参加（昨年 12月）、ＳＥＣ規則案へのパブリック・コメントの発出（昨年８月、11月、

本年１月）などを通じて、行ってきました。 

（２） 一方、企業会計改革法への対応に当たっては、我が国の国内における関係者の間で情報交換や認

識の共有を図ることが重要です。このため、関係省（法務省、外務省、経済産業省）、関係機関な

ど（日本経済団体連合会、日本公認会計士協会、日本弁護士連合会、日本監査役協会、米国上場の

日本企業）と連絡会を開催する（これまで３回開催）など、緊密な連携を図っているところです。 

（３） ＳＥＣは、本年１月９日、301条に関する規則案を公表し、パブリック・コメントに付していま

す。この規則案には外国企業についての一般的な適用除外条項が含まれており、一定の評価に値す

るものとなっていると考えられます。今後、規則案の内容を十分分析し、関係者と連携を図りつつ、

必要に応じてパブリック・コメントを提出する考えです。また、監査法人の問題など、企業会計改

革法のその他の問題についても、引き続き積極的に対応していく考えです。  
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【金融ここが聞きたい！】【金融ここが聞きたい！】【金融ここが聞きたい！】【金融ここが聞きたい！】    
※※※※    このコーナーは、記者会見における質疑・応答（Ｑ＆Ａ）などの中から、金融を巡る時々の旬

な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホ

ームページの「記者会見概要」「記者会見概要」「記者会見概要」「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 

 

   

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：    今年の経済の見通しはどうですか？今年の経済の見通しはどうですか？今年の経済の見通しはどうですか？今年の経済の見通しはどうですか？  
 

 

Ａ： まず、2002 年の経済を振り返りたいと思います。まだ 2002 年度は正式には終わっておりません

けれども、2002年度は終盤を迎えている。2002年度を迎えるに当たって、政府は経済見通しを立て

ました。予算の編成に合わせて、この経済見通しを立てたわけですが、2002年度の政府経済見通し

は０％成長ということでありました。丁度１年前、こうした見通しを政府が出した時に多くの方々

から批判を受けました。政府の見通しは甘すぎると。日本を代表する約 20社の大手シンクタンクの

予測は、丁度１年前にその予測の平均値を取りますと、2002年度の経済はマイナス 0.4%成長、マイ

ナス成長になるという厳しい見方をしておりました。だから、０％の見通しを出した政府は非常に

甘いというふうに言われた。しかしながら、まだ今年度は終わっておりませんけれど、今のところ

の見通しでみますと、2002年度はプラス１％近い成長が可能であるということが見込まれておりま

す。政府の実績見込みは 0.9％であります。したがって経済は一般の論調では、不況、不況といわ

れておりますが、もちろん１％成長程度でありますから大変厳しい状況には間違いありませんけれ

ども、楽観的といわれた政府の見通しよりも高いところに実質経済の成長はあった。これは客観的

事実として、ぜひやはり確認をしておかなければならないのだと思います。現実問題としまして、

昨年 2002年度の第２四半期の成長率は、年率に直しますと４％成長であります。第３四半期の成長

率は年率換算で 3.2％成長でありました。これはいうまでもなくアメリカ経済に引っ張られる形で、

特にアメリカ及びアジア向けの輸出が非常に大幅に増加したということに基づいて、そのような経

済が実現したわけでありますが、しかし、正直いって株価が低迷し、経済が良いという実感は残念

ながら持てなかった。この点は否定するつもりは全くありません。 大の問題は、実質経済成長率

は予想よりむしろ高かったのだけれども。物価の下落がさらに続いて、結果的に名目成長率に関し

てみると非常に厳しい状況であった。そういうことなのではないかと思います。したがって、我々

としては、実質成長率を高めるということもさることながら、やはりデフレを克服するということ

に関して、より踏み込んだ政策が必要になってくるというふうに判断しているわけであります。 

 

それを受けて、2003年の経済はどうなるか。今年の経済に関しては、非常に注意を持って慎重に、

慎重に見ていかなければいけない難しい問題がたくさんあるというふうに思っております。しかし、

これもぜひ客観的な事実だけを把握しておきたいと思いますけれども、2003年アメリカ経済はどう

なるであろうか。アメリカでブルーチップスの予測のコンセンサスというのがございます。それに

よりますと 2002年の成長見込みの 2.4％に対して 2003 年は３％成長になるというのがブルーチッ

プスの数字でございます。もちろんこれは刻々と変わりますから、今後イラク等々の状況によって

数字は変わってきます。しかし、アメリカの経済は成長率からみると悪くなるよりもむしろ良くな

るということをブルーチップス、アメリカの専門家が予測しているという事実があります。 

http://www.fsa.go.jp/gaiyou/gaiyou.html
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しからばヨーロッパについてはどうであろうか。これもヨーロッパは広いですから、いわゆるユー

ロ圏についてＩＭＦが予測しておりますけれど、2002年の成長率が 0.9％に対して 2003年は 2.4％

になると。ドイツの経済は大変厳しい状況におかれているようでありますけれど、ユーロ圏全体に

ついては、やはりこれまた成長率は高まるというふうに見ている。これも客観的な事実であります。

要するにこういうことです。2002 年から 2003 年にかけて、まず経済そのものは今まで家計部門が

すこし引っ張ってきたところが、企業部門に火がつく可能性があるから、そういう基本シナリオに

従えば、2003 年の経済はむしろ少し良くなる。そんなに悪いことにはならないはずだというのが、

あくまでも基本シナリオであるということだと思います。 

 

問題は、基本シナリオはそうであるにもかかわらず、今、私たちの目の前に非常に大きな不確実

性のかたまりが存在しているということではないかと思います。リスクと不確実性は違います。リ

スクというのは分散でありますから、この分散をコントロールするある程度の手段を私たちは持っ

ております。しかし、不確実性、uncertainty というのはこの分散そのものがわからない状況、つ

まり何が起こるかわからない状況。そうすると、どうするか。立ち止まるしかない。立ち止まって、

投資を手控えたり、消費を手控えたり。そういうことになると、やはり経済は停滞する。ないしは

投資を手控えて、非常に薄商いな状況になってしまうと、ちょっとしたことで価格が乱高下して経

済が混乱する。私たちが対処しなければいけないのは、基本シナリオは決してそんなに悲観的なも

のではない。しかし、目の前にある不確実性を着実に、この不確実な状況に対応していくというそ

ういうことに尽きるのではないかと思います。 

 

不確実な要因の 大のものは、言うまでもなくアメリカです。アメリカのイラクに対する攻撃が

どのような形になるのか。北朝鮮の問題も、もちろん大きな、私たちにとっては不確実性になりま

す。国内に関していえるのが、やはり何といっても不良債権の処理、これを加速しなければならな

いというのは総論としてはみんな認める。しかし、その不良債権処理を加速する中で、一体どのよ

うなことが起こってくるのかということが非常に不確実であるということに対する問題。これは今

後起こるかもれない色々なことについて、やはり政府も民間企業も家計も着実に冷静に、その一つ

一つに当たっていくしかないということなのではないかというふうに思っております。 

 

たまたま昨日、1 月 7 日、シカゴの講演において、ブッシュ大統領は非常に大きな規模の減税を

発表されました。これは前からいわれていた減税の前倒しをさらに政治判断で規模を大きくする。

金額に直しますと、10年間で 80兆円の減税を行う。80兆円というと、実は日本政府の予算の規模、

一般会計予算の規模が丁度 80兆円くらいでありますが、日本の一般会計予算くらいの減税を10年

間かけて行うということでありますから、これは今後様々な評価が出てくると思いますが、大変大

きな減税の前倒しをやるということは、これは大統領自身が表明したわけでありますから、かなり

の確度をもって実現していくのだと思います。重要な点は、アメリカがこのような形での政策展開

をする限り、むしろ短期的にアメリカの経済が腰折れするということは非常に考えにくいのではな

いかと思います。今のアメリカの財政部門の変化を見ますと、ＧＤＰ比で３％から４％悪化させる

ようなことを年間を通じてやるわけですから、これは大変大きな経済に対する刺激を行っていると

いえるわけです。短期的に考える限り、こういう大きな刺激を行っているアメリカの経済が短期的

に悪化するということは考えにくい。むしろ、懸念される問題があるとすれば、中長期的な観点か
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らのアメリカの双子の赤字問題である。アメリカの経済がこのような形で非常に大きなリスクを取

り込んで今の経済を良くするという形で、そのリスクに対するサステナビリティーが確保されるか

どうかという点、この点こそ私達は慎重に対処して、注目していくべきなのではないかと思ってお

ります。 

 

   いずれにしても、2003年度日本経済、政府は 0.6％という成長見込みを立てております。2002年

度実績見込みが 0.9％でありますから、0.6％というのは引き続き我々は慎重に見ている。多くの

方々の希望としては、一刻も早く景気が良くなって欲しいということであると思いますが、これは

小泉総理が就任の時から仰っているように、私達は残念だけれども 90年代を通して不良債権、財政

赤字といった負の遺産を抱えて走らされている。この負の遺産をやはり処分してしまうまでは、残

念だけれどもそんなに高い成長は望めない。この２年ないし３年を集中調整期間として、集中的に

この負の遺産を解消するために努力をする。その間はやはり我慢すべきところは我慢して、しかし

その先にある日本経済の潜在成長が発揮されるような姿を信じて、やはりやるべきことを着実にや

っていく、それがやはり今年度の引き続き大きな課題ではないかと思います。ただし、2003年は改

革の進行が着実に実感出来るような年に是非ともしたいと思っております。改革の成果がきちっと

した形で、国民に還元されるには、残念だけれども５年、10年というような期間を待たなければな

らないと思います。アメリカもそうでした。イギリスもそうでした。そういう所で 80 年代、90 年

代を通してアメリカやイギリスの経済は再生したわけで、そういう非常に一種のペイシャンスと言

いますか、忍耐を持ちながらも、やるべきことをしっかりやっていって、確かにまだ苦しいけれど

も、日本は着実に変わってきているということが実感出来るような年にしなければいけないのでは

ないかと思っております。 

（平成15年１月８日(水) 日本証券経済倶楽部における竹中大臣講演より） 

 

 

   

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：    大手行に様々な経営改革の動きが出てきていますが、これをどのよ大手行に様々な経営改革の動きが出てきていますが、これをどのよ大手行に様々な経営改革の動きが出てきていますが、これをどのよ大手行に様々な経営改革の動きが出てきていますが、これをどのよ

うに見たらいいでしょうか？うに見たらいいでしょうか？うに見たらいいでしょうか？うに見たらいいでしょうか？  
 

 

Ａ： 昨年末から複数の銀行が新しい経営改革を自主的に公表したと、こういう新しい動きが出て来た

ということについては前向きに受けとめたいと思います。しかし同時に、それぞれが今後具体化さ

れていく中で、その計画の詳細、更にはそれが結果に結び付くようにという観点から、３つの視点

でそれらを見ていきたいと思います。 

 

   たまたま頭文字にＳがつくんですけれども、一つはそうした計画が strategicかどうか、つまり

戦略性を持っているかどうかということであります。やはり経営計画には明確な戦略的意味付けが

必要だと思います。単なる数字合わせのための組織変革とか合併であるならば、それはやはり評価

することは出来ないわけで、本当の意味での戦略性があるかどうかということをきっちりと見てい

く必要があると思っております。 
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   ２番目が、sound かどうか。つまり、健全かどうか、健全性があるかどうかという視点でありま

す。健全な財務基盤の維持が大変重要であって、貴重な原資をなし崩し的に使ってしまうというよ

うな経営計画であってはいけないわけであります。そういう意味での健全性というものにもやはり

注目したいと思います。会計面では、その意味では投資家、預金者を保護するための現行の会計基

準が厳密に適用されることが大変重要であって、この点では監査法人のパフォーマンスにも大いに

注目をしなければいけないと思っております。監査法人の責任において、いわゆる継続性が厳しく

審査される必要があるわけで、そういった点についても注目をしたいと思います。 

 

   ３番目は、sincere かどうかという点。つまり誠実かどうか、という点だと思います。貸し手と

しての優越的な地位を乱用して増資の引き受けを迫ったり、互いに増資を引き受け合って自己資本

をかさ上げするようなことがもしあれば、これはやはりフェアではないわけで、そういうことが起

こらないように、やはりしっかりとした視点を持っていきたいというふうに思います。公的資金を

受け入れた際に提出した各種の計画は、これは約束であってやはり sincereに実行されなければい

けないということにもなろうかと思います。 

（平成15年１月７日（火）竹中大臣閣議後記者会見抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/gaiyou/gaiyouj/daijin2003a/20030107-1.html
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【金融便利帳】【金融便利帳】【金融便利帳】【金融便利帳】    
※ このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりや

すく解説するものです。 

 今月のキーワードは「ペイオフ」「ペイオフ」「ペイオフ」「ペイオフ」です。 

 
 ペイオフペイオフペイオフペイオフは、二つの意味で使われることがあります。 

  狭い意味では、金融機関が万が一破綻した場合に、預金保険機構預金保険機構預金保険機構預金保険機構が元本1,000 万円までとその利息

額を保険金として預金者に直接支払うことを言います。金融機関の破綻処理方法の一つである「ペイ「ペイ「ペイ「ペイ

オフ方式」オフ方式」オフ方式」オフ方式」といった場合には、この意味です。 
  もう一つは、預金全額保護の特例措置が終了するということ、すなわち、万が一金融機関が破綻し

た場合に、預金のうち元本1,000 万円とその利息を超える部分が一部カットされることがあるという

意味で、「ペイオフ解禁」「ペイオフ解禁」「ペイオフ解禁」「ペイオフ解禁」といったように使われることがあります。 
 
 このように「ペイオフ解禁」のペイオフと「ペイオフ方式」のペイオフとでは、同じペイオフでも

意味が異なり、「ペイオフ解禁」といっても、金融機関が破綻した場合に、その処理方法として「ペイ

オフ方式」がとられることを意味するものではありません。 

 

 ペイオフ方式ペイオフ方式ペイオフ方式ペイオフ方式では、預金者に対して保険金は支払われますが、破綻金融機関は清算処理されますの

で、これまで破綻金融機関が果たしてきた預金受入・払出、貸付、決済といった各種金融サービスは

消滅してしまいます。これでは、これまでこの金融機関を利用してきた預金者や債務者にとって大変

不便なことになってしまいます。金融機関の破綻処理に当たっては、破綻に伴う混乱を 小限にとど

めることが重要であり、破綻処理方法としては、ペイオフ方式よりも資金援助方式が優先的に採用さ

れます。 

  

 資金援助方式資金援助方式資金援助方式資金援助方式では、破綻金融機関を健全な金融機関（譲受金融機関）に譲渡し、破綻金融機関が持

っていた預金受入・払出、貸付、決済といった各種金融サービスを譲受金融機関に引き継ぎます。破

綻金融機関を譲受金融機関に譲渡するに当たっては、破綻金融機関に生じた損失を、破綻金融機関の

預金者などの債権者の負担や預金保険機構からの資金援助によって埋める必要があります。預金全額預金全額預金全額預金全額

保護の特例措置保護の特例措置保護の特例措置保護の特例措置の下では、預金者などの債権者に破綻の損失負担を求めず、預金保険機構からの資金

援助によって損失を全て埋めてきました。その資金援助の財源として多額の税負担がかかっておりま

す。 

 

 ペイオフ解禁ペイオフ解禁ペイオフ解禁ペイオフ解禁とは、破綻金融機関を譲受金融機関に譲渡する際に行われる資金援助が、預金者1人

当たり元本1,000万円までとその利息額（ 低保障額）を保護するのに必要なだけの金額に限定され

ることを言います。逆に言えば、 低保障額を超える部分については、預金者も破綻の損失負担に参

加する、つまり預金が一部カットされることがあるということです（あくまでも一部カットというこ

とであり、 低保障額を超える部分についても破綻金融機関の財産の状況に応じた支払いが行われま

す）。すなわち、ペイオフ解禁とは、金融機関が万が一破綻した場合に、破綻金融機関の預金者には

一切負担を求めず、国民の税負担で預金を全額保護するという体制から、預金者にも一部負担を求め

ることもあるという体制に移行することを意味します。 

ペイオフが解禁されれば、預金者は厳しい目をもって、自分の大切なお金を預ける金融機関を選別

するようになりますので、金融機関側としても、緊張感をもって真剣に経営基盤の強化と収益力の向

上に取り組むこととなります。ペイオフ解禁は、金融システム全体の効率化のためには重要なことで

す。 

 

 他方、金融機関の健全性に問題があり、金融システムが不安定な状況では、人々は安心して金融機

関にお金を預けることができません。大切な預金が破綻によって戻ってこなくなってしまうかもしれ
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ないと不安にかられた預金者は預金の引き出しに走り、取り付け騒ぎ取り付け騒ぎ取り付け騒ぎ取り付け騒ぎが起きてしまうかもしれません。

このような事態を避けるためには、金融機関が万が一破綻しても預金は全額守られるので引き出しに

走らなくても大丈夫ですよ、という安心感を預金者に与える必要があります。このような観点から、

「金融機関が多額の不良債権を抱えており、信用不安を醸成しやすい金融環境にある」（平成 7年12

月 22 日金融制度調査会答申）ことなどを背景として、平成 8 年から預金全額保護の特例措置預金全額保護の特例措置預金全額保護の特例措置預金全額保護の特例措置が取ら

れてきました。 

 

 しかし、先にも述べましたように、金融システム全体の効率化のためには、環境が整い次第、ペイ

オフを解禁することが重要です。そして、昨年 4月以降、流動性預金を除きペイオフ解禁流動性預金を除きペイオフ解禁流動性預金を除きペイオフ解禁流動性預金を除きペイオフ解禁となりまし

た。すなわち、定期預金等については、元本1,000万円までとその利息が 低保障として預金保険の

適用を受けることとなり、他方、当座預金当座預金当座預金当座預金、普通預金普通預金普通預金普通預金そして別段預金別段預金別段預金別段預金の流動性預金は全額保護流動性預金は全額保護流動性預金は全額保護流動性預金は全額保護が続く

という形になっております。  

 

 このように、定期預金等についてペイオフが解禁された今も、流動性預金が全額保護されているの

は、当座預金や普通預金等の流動性預金流動性預金流動性預金流動性預金は定期預金等と違って、決済サービス決済サービス決済サービス決済サービスを提供しているからで

す。決済決済決済決済とは、商品やサービスの取引において、代金の支払いを行い、取引を完了させることです。

コンビニで雑誌を買い、レジで現金を払って取引が終わるのも決済です。しかし、決済の多くは、現

金のやり取りではなく、金融機関の預金口座を通じて行われます。例えば、電気やガスなどの公共料

金の口座引落しも預金口座を通じて行われる決済です。 

 

 決済機能は、金融仲介機能とともに金融機関が担う基本的な機能です。金融仲介機能金融仲介機能金融仲介機能金融仲介機能とは、金融機

関が預金者などから集めたお金を企業や個人などに貸し出し、お金を借りた企業などは、そのお金で

事業を行い、儲けたお金で金融機関に利息を付けて返済し、預金者は金融機関から利息を得る、とい

うような形で、経済がうまく回っていくように金融機関がお金の出し手と借り手の間を仲立ちするこ

とです。金融仲介機能では、金融機関は預金者から預かったお金を安全かつ効率的に運用することが

求められます。定期預金定期預金定期預金定期預金をする預金者は、預金したお金がちゃんと戻ってくるという安全性は勿論求

めますが、その一方で、できるだけ有利に運用したいという気持ちもあるでしょう。お金の運用手段運用手段運用手段運用手段

としては、預金以外にも株式株式株式株式や債券債券債券債券や投資信託投資信託投資信託投資信託など様々な金融商品金融商品金融商品金融商品があります。そして、これら様々

な金融商品の安全性と有利性を比較して、自分のニーズに合ったものを選択することになります。お

金の運用手段としては、定期預金も他の金融商品も、その求められる安全性には程度の差はあります

が、本質的な違いはありません。 

 

 少額預金者の保護少額預金者の保護少額預金者の保護少額預金者の保護という観点から、預金については、預金保険制度預金保険制度預金保険制度預金保険制度による 低保障が付いておりま

すが、 低保障を超える部分については、預金者にも自己責任が求められ、預金以外の金融商品と同

様、一定のリスクリスクリスクリスクが伴うべきものです。そうすることによってはじめて、他の金融商品も含めた金融

システム全体が市場原理の働く効率的なものとなるのです。金融仲介機能の一旦を担う預金のセーフ

ティーネットとしては少額預金者保護の原則に戻り、昨年 4月、定期預金等についてペイオフが解禁

されました。 

 

 これに対して、決済機能決済機能決済機能決済機能の場合には、安全かつ確実に決済が行われるということが何よりも重要で

す。そして、決済は金融機関の間にネットワークとして張り巡らされた決済システム決済システム決済システム決済システムを通じて行われ

るので、万が一、ある金融機関が破綻した場合に、決済不能が他の金融機関にも連鎖的に波及すると

いうシステミック・リスクシステミック・リスクシステミック・リスクシステミック・リスクの問題が生じるおそれがあります。 

 

 決済機能を担っている普通預金、当座預金、別段預金の流動性預金流動性預金流動性預金流動性預金については、昨年 4 月の定期預

金等についてのペイオフ解禁以降も全額保護が続いていますが、平成12年の預金保険法改正では、流

動性預金についても本年 4月にペイオフが解禁されることとなっておりました。しかし、決済機能の

セーフティーネットが万全かどうか、解禁前に今一度しっかり検証する必要があるとの観点から、昨

年 7 月 30 日、小泉総理大臣から、ペイオフは予定通り実施すべきであるが、一方、決済機能の安定決済機能の安定決済機能の安定決済機能の安定
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確保のための方策確保のための方策確保のための方策確保のための方策を検討し、必要な改革案をとりまとめるよう指示がなされました。これを受け、金

融審議会の金融分科会の下に「決済機能の安定確保に関するプロジェクト・チーム」「決済機能の安定確保に関するプロジェクト・チーム」「決済機能の安定確保に関するプロジェクト・チーム」「決済機能の安定確保に関するプロジェクト・チーム」（座長：蝋山昌

一金融分科会長）が設置され、集中的に検討がなされ、9 月 5 日、金金金金融審議会答申融審議会答申融審議会答申融審議会答申として「決済機能「決済機能「決済機能「決済機能

の安定確保のための方策について」の安定確保のための方策について」の安定確保のための方策について」の安定確保のための方策について」がとりまとめられました。 

   （注）金融審議会答申「決済機能の安定確保のための方策について」は、金融庁ホームページの

「審議会など」の「金融審議会」からご覧になれます。 

 

 同答申においては、決済のセーフティネットとして、現金以外に安全確実な決済手段を確保し、そ

れを誰でも容易に利用できるようにする必要があるとして、具体的には、①要求払いであること、②

決済サービスを提供できること、③金利を付けないこと、の 3つの条件を充たす預金については、「決「決「決「決

済用預済用預済用預済用預金」金」金」金」としてペイオフ解禁後も全額保護するとともに、金融機関の破綻時に仕掛かり中の決済仕掛かり中の決済仕掛かり中の決済仕掛かり中の決済を

完了させるために必要な手立てを講じるべきであるとの提言がなされました。 

        

 更に、10 月 7 日には、竹中金融担当大臣より、「ペイオフについては、決済機能の安定確保のため

の制度面での手当てを行い、解禁の準備を整えるが、その実施は金融システムの安定確保の観点から、

不良債権問題が終結した後の平成17年 4月からとしたい。そのための所要の法律案を臨時国会に提出

すべく、早急に調整を図ることとする」との「金融担当大臣談話－ペイオフ問題に「金融担当大臣談話－ペイオフ問題に「金融担当大臣談話－ペイオフ問題に「金融担当大臣談話－ペイオフ問題について－」ついて－」ついて－」ついて－」が出さ

れました。 

（注）「金融担当大臣談話－ペイオフ問題について－」については、金融庁ホームページの「報道

発表など」からご覧になれます。 

 

 そして、これら金融審議会答申や金融担当大臣談話を踏まえ、10 月 25 日、預金保険法等一部改正預金保険法等一部改正預金保険法等一部改正預金保険法等一部改正

法案法案法案法案が臨時国会に提出され、12 月 11 日に成立しました。この預金保険制度の改正により、預金の保

護については、以下のような取り扱いとなります。 

① 当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年 3月末まで全額保護が続きます。 

② 定期預金等については、これまで同様、預金者1人当たり１金融機関毎に元本1,000万円までと

その利息額が 低保障として預金保険の対象となります（ 低保障を超える部分については一部カ

ットされることがあります）。 

③ 平成17年 4月以降は、当座預金等の利息の付かない預金（無利息、要求払い、決済サービスの提

供という３条件を充たす「決済用預金」）については、全額保護されることになります。 

 

（注）ペイオフや決済機能の保護など新しい預金保険制度について、もっと詳しくお知りになりた

い方は、金融庁ホームページの「新しい預金保険制度について」のコーナーにアクセスしてく

ださい。また、預金保険法等一部改正法について、詳しくは、アクセスＦＳＡ本号の【トピッ

クス】「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正について」をご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/f-20020905-1b.pdf
http://www.fsa.go.jp/danwa/danwa/f-20021007-2.html
http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/syouhi-hogo1.html
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【竹中大臣に質問！】【竹中大臣に質問！】【竹中大臣に質問！】【竹中大臣に質問！】    
 

   

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：    現在、株式の配当については、郵便為替で送られてきて、いちいち現在、株式の配当については、郵便為替で送られてきて、いちいち現在、株式の配当については、郵便為替で送られてきて、いちいち現在、株式の配当については、郵便為替で送られてきて、いちいち

郵便局に取りに行かなければならないという面倒な取扱いになってお郵便局に取りに行かなければならないという面倒な取扱いになってお郵便局に取りに行かなければならないという面倒な取扱いになってお郵便局に取りに行かなければならないという面倒な取扱いになってお

ります。個人投資家を増やすためには、株式の配当についても、預金ります。個人投資家を増やすためには、株式の配当についても、預金ります。個人投資家を増やすためには、株式の配当についても、預金ります。個人投資家を増やすためには、株式の配当についても、預金

の利子と同じように、自動的に口座に振り込まれるようにすべきではの利子と同じように、自動的に口座に振り込まれるようにすべきではの利子と同じように、自動的に口座に振り込まれるようにすべきではの利子と同じように、自動的に口座に振り込まれるようにすべきでは

ないでしょうかないでしょうかないでしょうかないでしょうか？？？？なぜ、それができないのですか？なぜ、それができないのですか？なぜ、それができないのですか？なぜ、それができないのですか？間接金融偏重の日間接金融偏重の日間接金融偏重の日間接金融偏重の日

本の金融をもっと直接金融にシフトさせていくためには、個人投資家本の金融をもっと直接金融にシフトさせていくためには、個人投資家本の金融をもっと直接金融にシフトさせていくためには、個人投資家本の金融をもっと直接金融にシフトさせていくためには、個人投資家

を増やす必要があり、そのためにも、配当の口座振込を検討してみてを増やす必要があり、そのためにも、配当の口座振込を検討してみてを増やす必要があり、そのためにも、配当の口座振込を検討してみてを増やす必要があり、そのためにも、配当の口座振込を検討してみて

はいかがですか？はいかがですか？はいかがですか？はいかがですか？  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ： ご質問のありました、株式の配当の支払方法につきましては、「会社の配当する利益又は利息の

支払に関する法律」によって、会社が株主に支払う利益の配当、利息の支払、中間配当は、株主名

簿に記載した株主の住所、又は株主が会社に通知した場所において、これを支払わなければならな

いこととされております。 

そして、ご指摘の配当金の口座振込についてですが、これは株式の発行会社、または信託銀行等、

発行会社の証券代行機関に対して、原則として決算期末（又は中間決算期末）までに、配当金振込

先の銀行預金口座等を指定していただければ、配当金を口座振込で受け取ることが可能となってお

ります。詳細につきましては、発行会社又は発行会社の証券代行機関にご照会いただければと思い

ます。 

いずれにしましても、日本の金融システムが銀行等の間接金融に偏り過ぎていて、直接金融への

シフトを進める必要があるとのご指摘は全くそのとおりです。金融庁といたしましても、日本の証

券市場を幅広い投資家の参加する真に厚みのあるものとし、市場機能を中核とした日本の金融シス

テムの中心を担うものとしていく必要があると考えておりまして、昨年８月に発表した「証券市場

の改革促進プログラム」に沿って、銀行と証券会社の共同店舗の解禁などの各種施策を順次実施し

てきたほか、証券税制を簡素かつ安定的で、投資を優遇する税制へと大幅に改革することが、昨年

末に決定されたところです。 

本年におきましても、「貯蓄から投資へ」という流れの加速に向けて、証券の販売チャネルの拡

充・多様化、内外取引所の連携・統合、公認会計士制度の見直し、ディスクロージャーの充実等に

ついて、今通常国会への法案の提出を含め、証券市場の構造改革を一層推進してまいります。 

また、今回のご質問のように、制度的には配当金の口座振込が可能になっているにも拘らず、そ

のことが必ずしも利用者の皆様にきちんと周知されていないがために、不便な取り扱いがなされて

いるということもあるものと考えられます。配当金の口座振込を利用されていらっしゃらない方

は、今回ご質問いただいた方に限らずかなりいらっしゃるようです。金融庁といたしましては、今

後とも証券市場の構造改革を進めていく中で、今回、ご指摘いただいた点も含め、証券業界とも連

携しながら、改革の成果のＰＲに努めてまいりたいと存じます。 
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※※※※    大臣・副大臣への質問募集中大臣・副大臣への質問募集中大臣・副大臣への質問募集中大臣・副大臣への質問募集中    

 【竹中大臣に質問！】【竹中大臣に質問！】【竹中大臣に質問！】【竹中大臣に質問！】、【伊藤副大臣に質問！】【伊藤副大臣に質問！】【伊藤副大臣に質問！】【伊藤副大臣に質問！】のコーナーでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡

る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えします。 

 「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是

非、直接聞いてみたい！」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」「ご意見箱」「ご意見箱」「ご意見箱」にお寄

せください。 

その際、ご意見箱の件名件名件名件名の欄には、必ず「大臣に質問」「大臣に質問」「大臣に質問」「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」「副大臣に質問」「副大臣に質問」「副大臣に質問」とご記入ください。

また、本文本文本文本文の欄にご質問の内容ご質問の内容ご質問の内容ご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、

「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮です

が 100100100100字以内字以内字以内字以内に収めていただきますようお願いいたします。 

 お寄せいただきましたご質問の中から毎月1問を選定させていただき、「アクセスＦＳＡ」において大

臣または副大臣の回答を掲載させていただきます。なお、採用させていただきましたご質問につきまし

ては、ご質問者のお名前とお歳ご質問者のお名前とお歳ご質問者のお名前とお歳ご質問者のお名前とお歳をををを（ご意見箱の住所の欄にもご記入いただいた場合にはお住まいになっ

ている都道府県都道府県都道府県都道府県も合わせて）ご紹介させていただいてよろしい場合にはご紹介させていただいてよろしい場合にはご紹介させていただいてよろしい場合にはご紹介させていただいてよろしい場合には、本文の欄にご質問内容を記入

された後に「氏名等掲載可」「氏名等掲載可」「氏名等掲載可」「氏名等掲載可」とご記入ください。 

 大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」「ご意見箱」「ご意見箱」「ご意見箱」へどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】 

〇金融庁ホームページに「証券税制の大幅な改善について」のコーナー開設〇金融庁ホームページに「証券税制の大幅な改善について」のコーナー開設〇金融庁ホームページに「証券税制の大幅な改善について」のコーナー開設〇金融庁ホームページに「証券税制の大幅な改善について」のコーナー開設    

昨年12月、財務省において「平成１５年度税制改正の大綱」が決定、発表されました。これを受けて、

金融庁ホームページでは、「証券税制の大幅な改善について」「証券税制の大幅な改善について」「証券税制の大幅な改善について」「証券税制の大幅な改善について」のコーナーを開設しました。同コーナー

では、新証券税制について、図表などにより分かり易く解説しております。どうぞアクセスしてみてく

ださい。 

 

 ◎ アクセスＦＳＡ本号の【トピックス】「「「「新しい証券税制について新しい証券税制について新しい証券税制について新しい証券税制について」」」」においても解説記事を

掲載しております。 

 

 

〇新着情報メール配信サービスへのご登録の〇新着情報メール配信サービスへのご登録の〇新着情報メール配信サービスへのご登録の〇新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内ご案内ご案内ご案内    

 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービス新着情報メール配信サービス新着情報メール配信サービス新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等

を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスＦＳＡ」や日々発表される各種報道発表など、

新着情報を１日１回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信「新着情報メール配信「新着情報メール配信「新着情報メール配信

サービス」サービス」サービス」サービス」へどうぞ。 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/opinion/
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021220-3.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/
http://www.fsa.go.jp/haishin/
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【【【【12121212月の主な報道発表等】月の主な報道発表等】月の主な報道発表等】月の主な報道発表等】    
 

        

２日(月)   ・ 中小企業金融の円滑化に関する意見交換会開催 

ｱｸｾｽ ・ 金融先物取引法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）の公表について 

  （パブリック・コメント） 

        

３日(火) ｱｸｾｽ ・ 

  

官民合同ミッションの米国訪問について（米国サーベーンズ＝オクスリー法への

対応） 

ｱｸｾｽ ・ 

  

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリック・

コメントの結果について 

        

４日(水) ｱｸｾｽ ・ 社団法人不動産証券化協会の設立認可について 

        

５日(木) ｱｸｾｽ ・ 

  

投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案に対するパブリック・コメ

ントの結果について 

ｱｸｾｽ ・ 

  

短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等（案）に対す

るパブリック・コメントの結果について 

        

６日(金) ｱｸｾｽ ・ 

  

事務ガイドライン（「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資

顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」）の一部改正について 

ｱｸｾｽ ・ 中部銀行の再継承先に係る営業譲渡契約の締結について 

ｱｸｾｽ ・ ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に対する行政処分について 

ｱｸｾｽ ・ 金融庁広報誌「アクセスＦＳＡ」創刊及び大臣・副大臣への質問募集について 

 ・ 企業会計審議会第 23 回第一部会開催 

 ・ 企業会計審議会総会開催    

ｱｸｾｽ ・ 企業会計審議会の意見書の公表について   

        

９日(月) ｱｸｾｽ ・ 保険監督に係る要員の募集について 

        

10日(火) ｱｸｾｽ ・ 事務ガイドライン（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正について 

 ・ 第３回金融審議会公認会計士制度部会開催 

        

11日(水) ｱｸｾｽ ・ 

  

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」の施行に伴う政令・省令・

告示の整備について                （パブリック・コメント）

        

12日(木) ｱｸｾｽ ・ 中国建設銀行東京支店の免許について 

 ・ 第18回金融トラブル連絡調整協議会開催 

        

16日(月) ｱｸｾｽ ・ ろうきんアセットマネジメント株式会社に対する投資信託委託業の認可 

 ・ 第８回金融審議会金融分科会第一部会開催 

        

17日(火) ｱｸｾｽ ・ 公認会計士監査制度の充実・強化（金融審議会公認会計士制度部会報告） 

 

 

      

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021202-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021203-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021203-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021204-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021205-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021205-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021206-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021206-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021206-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021206-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021206-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021209-1.htm
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021210-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021211-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021212-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021216-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021217-1.pdf
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19日(木) ｱｸｾｽ ・ 

  

資産の流動化に関する法律施行規則の改正案に対するパブリック・コメントの結

果について 

ｱｸｾｽ ・ 

  

「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する

法律」の施行に伴う政令・府省令の整備について  （パブリック・コメント）

 ・ 第11回金融審議会金融分科会第二部会開催      

        

20日(金) ｱｸｾｽ ・ 株式会社静岡中央銀行に対する行政処分について 

ｱｸｾｽ ・ 株式会社八千代銀行に対する行政処分について 

ｱｸｾｽ ・ 証券に関する税制が大幅に改善されることとなりました 

 ・ 第16回金融審議会総会開催 

        

24日(火) ｱｸｾｽ ・ 平成15年度機構・定員及び予算について 

ｱｸｾｽ ・ 「再建計画検証チーム」の設置について 

        

25日(水) ｱｸｾｽ ・ 経営健全化計画フォローアップ（平成14年９月期）について 

        

26日(木) ｱｸｾｽ ・ 「金融商品販売法の施行状況の調査、点検」の結果について 

ｱｸｾｽ ・ 再就職状況の公表について 

ｱｸｾｽ ・ 「平成13年度実績評価書」及びその要旨の公表について 

ｱｸｾｽ ・ 金融再生プログラム関連等に係る検査マニュアルの改訂について 

     （パブリック・コメント） 

ｱｸｾｽ ・ 

  

「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」（案）に対するご

意見等の公表について 

ｱｸｾｽ ・ 

  

「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリストについて」通達の発

出について 

ｱｸｾｽ ・ 金融持株会社に係る検査マニュアルＷＧの検討状況について 

        

27日(金) ｱｸｾｽ ・ 石川銀行の再承継先に係る営業譲渡契約の締結について 

ｱｸｾｽ ・ 石川銀行に係る預金保険法第 90条に基づく期限の延長について 

ｱｸｾｽ ・ 

  

  

「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、

「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令案」等の公表につ

いて 

ｱｸｾｽ ・ 金融審議会第二部会におけるワーキンググループについて 

ｱｸｾｽ ・ 金融問題タスクフォースについて 

        

29日(日) ｱｸｾｽ ・ 

  

朝銀千葉信用組合、朝銀東京信用組合、朝銀新潟信用組合、朝銀長野信用組合及

び朝銀関東信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて 

        

        

        

※ ｱｸｾｽ マークのある項目につきましては、 ｱｸｾｽ から公表された内容にアクセスできます。 

        

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021219-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021219-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021220-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021220-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20021220-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021224-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021224-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021225-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021226-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20021226-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20021226-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021227-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021227-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021227-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021227-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021227-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021229-1.html
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